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第１章 一般仕様 

１ 業務概要 

  本業務は札幌市高速電車のコンコース及びホーム等に設備されている時計や時刻情報

を必要とする他装置に対し、正確な時刻情報を提供することを目的に設備された時計装

置の維持管理業務を行うものである。 

２ 適用範囲 

  本仕様書は札幌市高速電車電気時計装置の維持管理業務に適用する。 

 なお、業務の履行にあたっては、本仕様書の他、札幌市高速電車電気設備保守業務委託

共通仕様書に準拠すること。 

３ 履行期間        

令和３年４月1日から令和４年3月31日までとする。 

４ 提出書類 

  札幌市高速電車電気設備保守業務委託共通仕様書に明記している提出書類の他に、以

下の書類を提出すること。 

（１）要員名簿 

    氏名、年齢、経歴、健康保険被保険者証の写し等の雇用関係を証明できるものを

添付すること。健康保険被保険者証の写しについては、生年月日、性別以外の個人

情報は削除すること。 

    なお、出向社員の場合は出向契約書の写しを提出し、契約社員の場合は雇用契 

   約書の写しを添付すること。この場合、雇用関係以外の欄の削除は可能とする。 

 （２）定期点検、故障修理、調整、部品ユニット交換等を行った場合には、速やかに 

   報告書により報告するものとする。 

 （３）各機器単位で、故障の履歴が判るように調書を作成保管し、委託者の指示により、

提出すること。詳細は当局の指示に従うものとする。 

   上記書類以外の他、委託者が必要と認めた書類は、その都度、委託者の指示に従い

提出すること。 

第２章 委託仕様 

１ 委託対象機器 

（１） 親時計装置 

  ア．東西線 

     琴似駅、西２８丁目駅、大通駅及び白石に設備されている親時計装置。 

イ．東豊線 

  栄町駅から豊水すすきの駅間の各駅（９駅）及び指令所に設置されている 

親時計装置。 

 （２） 子時計 

       上記、親時計装置に接続されている子時計。 

     但し、西車両基地に設備されている子時計は除く。 

なお、親時計装置に接続されている子時計の設置駅等は付図１「東西線時計装

置系統図」のとおりである。 



２ 定期点検（１年点検） 

  （１） 点検対象機器数量 

     付表１のとおり。 

（２） 点検内容 

     定期点検に当たっては、委託者発行の高速電車運転保安設備整備心得に従う 

    ものとする。本委託業務に係わる部分については、別冊 「高速電車運転保安設

備整備心得」（東西線・東豊線時計装置保守用：抜粋）のとおりである。   

（３） 点検時期 

     定期点検は、５月１日より７月３１日の間に行うものとする。 

     なお、点検時間帯は、０９時００分～17時00分の間で実施すること。 

３ 故障等の対応 

  システムに故障等が発生した場合には，速やかに出動し、復旧させるとともに、そ 

の原因について調査を行うものとする。 

 なお、上記対応に係わる経費については、委託者の積算基準に従い、別途支払うもの

とする。 

（１） 対象機器 

対象となる機器の範囲は、定期点検対象の親時計及び、親時計装置に接続され

ている全ての子時計とする。 

親時計装置に接続されている子時計の設置駅等は付図１「時計装置系統図」の

とおりである。 

（２） オンコール体制 

   故障発生時の指令所指令員、または、電気課係員からのオンコールに対して、 

  迅速に対応し、復旧に努める。オンコール対応は24時間体制とする。 

４ 作業責任者 

委託業務の作業責任者は、委託者が指定する作業認定者とし、「作業認定者取扱要領」 

に基づく諸手続き及び作業管理を行うものとする。 

５ 再委託について 

   契約書に規定する再委託の禁止とは、次に掲げるものをいい、受託者は、これを再

委託することはできない。 

ア 総合的な業務履行計画及び進捗状況 

イ 点検手法の決定及び技術的な判断 

   なお、前述の再委託の禁止以外については、専門業者等への再委託を可能とするが、

再委託する業務範囲及び選考する業者について、事前に委託者の承諾を得ること。 

   また、受託者は、業務全体の品質・安全確保のため、委託者との協議、他工事との

調整、履行計画、工程管理、品質管理、安全管理、再委託業者の監督等全ての面にお

いて主体的な役割を果たすこととし、常に業務主任が指揮・監督等の業務を行うこと。 



６ その他 

（１）修理及び点検に使用する部品は、払出請求により委託者の承認後現物を支給する。 

（２）委託者の指示により、保守対象設備に関する故障・障害・老朽化・その他技術的 

   な諸問題についての、調査・検討を行うこと。また、必要に応じて、メーカー 

   の協力を受けながら実施すること。       

（３）保守対象設備の運用に関して、安定的な運用方法および技術的改良等に有効な 

   技術情報、提案があれば委託者に提示し、当該設備の安定稼動に協力すること。 

（４）故障発生時、必要に応じ予備機器又は予備ユニットを貸与する。なお、修理後は 

   速やかに修理品と交換し返却すること。 

（５）計測器類は、必要に応じ貸与するものとするが、保管には十分注意すること。 

（６）委託者から借り受けて使用する鍵類については、適正に管理し鍵借用書を提出する 

   こと。また、委託者鍵貸与管理簿に必要事項を記入すること。 

（７）保守要員の資格等 

   保守要員は、直接雇用契約関係にあるものでなければならない。 

   また、出向社員及び契約社員の場合は、出向社員にあっては出向契約書の写し、 

   契約社員にあっては雇用契約書の写しを提出し、委託者の承諾を得ること。 

   この場合、契約期間が当該委託期間の終了前にある場合は認めない。さらに、出 

   向社員及び契約社員は業務責任者としては認めず、両者の人数は当該保守要員の 

   概ね半数までとする。 

   ただし、高年齢者雇用安定法による雇用等により、従前から継続して雇用される 

   出向社員及び契約社員は出向契約書及び雇用契約書の期限を問わないものとする。 

   なお、特殊作業における場合等、委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 

（８）業務の履行にあたり産業廃棄物が生じる場合は、処理方法等について委託者と別途

協議すること。 

（９）支払い方法については、別紙支払い予定表に基づき年2回とする。 

なお、端数が発生した場合は初回に処理するものとする。 

（１０）仕様書に明記されていない事項については、委託者と協議すること。 

６ 添付書類 

 １ 高速電車運転保安設備整備心得（関係分抜粋） 



別紙 

   【時計装置保守（東西線・東豊線）支払い予定】 

回 業務の期間 支払い率 

１回目 ４月～８月 ９０％ 

２回目 ９月～３月 １０％ 

合    計 １００％ 



※　東豊線栄町駅については、駅部以外に、検車線及び検車詰所についている子時計も保守対応とする。

 大通（南北線）

※　東豊線については、全駅に親時計装置が設置されており、栄町駅から豊水すすきの間、9駅と指令所の親時
計及び、それに接続されている子時計が保守対応となる。

　子時計の保守は除く
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付表1　点検対象機器数量
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業務名　　時計装置保守（東西線・東豊線）

内　訳　書

令　和　3　年　度　　



名            称 仕     様 単　位 数　量 単　　価 金　　　額 摘　　　要

  東西線・東豊線保守費 式 1

消費税等相当額 式 1 10%

   　  合  　　 計 消費税等相当額を含む

時計装置保守（東西線・東豊線）積算内訳書

金    　　　　　　　　円也



名  称 仕  様 単　位 数　量 単　　価 金 額 摘 要

直接人件費

1　東西線保守費

  保全技術員 日   中 Ｈ

  保全技師Ⅱ 日   中 Ｈ

２　東豊線保守費

  保全技術員 日   中 Ｈ

  保全技師Ⅱ 日   中 Ｈ

 小  　　 計

直接物品費 式 1

直接業務費 式 1

業務管理費 式 1

業務原価 式 1

一般管理費 式 1

保守業務費 式 1

消費税等相当額 式 1 10%

 合  　　 計 消費税等相当額を含む

時計装置保守（東西線・東豊線）積算内訳書

金   円也


